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予定利率のお知らせ 兼 金額シミュレーション

◆仕組み図

契約日または予定利率計算基準日の予定利率および被保険者年齢によっては、

一定期間解約払戻金が徐々に減少することがあります。!

この保険は太陽生命を引受保険会社とする生命保険です。このため預金とは異なり、

元本保証はありません。また、預金保険制度の対象ではありません。

<ご注意事項>

本資料は「特に重要なお知らせ（ 契約概要／ 注意喚起情報） 兼商品パンフレット」の補助資料

であり、支払事由や制限事項のすべてを記載したものではありません。

保険商品のご検討ならびにご契約の際には、「特に重要なお知らせ（ 契約概要／ 注意喚起情報）

兼商品パンフレット」、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

予定利率は、毎月見直し、契約時の予定利率は予定利率計算基準日の前日まで一定です。

お申込みにあたっては、「設計書」を必ずご確認ください。

契約日または予定利率計算基準日の予定利率および被保険者年齢によっては、一定期間解約払戻金が

徐々に減少することがあります。

ご契約後一定期間内に解約されますと、解約払戻金は一時払保険料より少ない金額となります。

ご契約には、契約日の予定利率が適用されます。お申込日から太陽生命所定の口座への着金日までに

予定利率が変更となった場合、支払保証額・解約払戻金額が例表の額と異なる場合があります。

予定利率について

• この保険は利率変動型の保険であり、太陽生命所定の予定利率計算基準日に予定利率を見直します。

※一時払保険料が予定利率でそのまま運用されるわけではありません（金利や利回りとは異なります）。

• 予定利率計算基準日における予定利率が最低保証予定利率（0.25％）を上回れば、

当該予定利率計算基準日以降の基本年金額・解約払戻金（責任準備金）が増加します。

• 予定利率計算基準日における予定利率が最低保証予定利率（0.25％）を下回ることはありません。

• 予定利率計算基準日に定める予定利率は、指標金利の太陽生命所定の期間における平均値に、最大1.5％を

加えた利率を上限とし、最大1.5％を減じた利率を下限とする範囲内で太陽生命が定めます。

• 指標金利は以下のとおりとなります。

20歳～79歳（契約年齢）：残存期間20年の国債の流通利回り

80歳～85歳（契約年齢）：残存期間10年の国債の流通利回り

※将来金融情勢の変化により、国債の流通利回りを指標金利として用いることが適切でなくなった場合は、

必要に応じて指標金利を変更することがあります。

保障の開始時期(責任開始期)について

・ご契約のお引受けを太陽生命が承諾した場合、一時払保険料(相当額)の受け取りおよび告知が

完了したときから保障を開始します。

※一時払保険料(相当額)は、太陽生命指定の口座に振り込まれ着金したときに受け取ったものとして

取り扱います。

・責任開始日が契約日になります。

解約と解約払戻金

・解約は、第1回の終身生活介護年金の年金支払開始日前に限り可能です。

・ご契約後短期間で解約されますと、解約払戻金は一時払保険料を下回ります。

※契約年齢・ご契約内容等により解約払戻金額および増減状況等は異なります。

本資料で使用している「介護年金」は終身生活介護年金の略称です。



   介護年金受取累計額・解約払戻金額例表

単位：万円

個-980-25-488(2025/11/21)

ご契約年齢 予定利率

20～79歳 1.86％

80～85歳 1.26％

予定利率適用期間　2025年12月1日～2025年12月31日

1年 3年 5年 10年 15年 20年 30年

20歳 69.8 1,676 982 1,014 1,047 1,135 1,231 1,337 1,580 5,900
25歳 69.5 1,669 982 1,014 1,047 1,135 1,231 1,337 1,580 5,970
30歳 69.2 1,661 982 1,014 1,047 1,135 1,231 1,337 1,580 6,010
35歳 68.9 1,653 982 1,014 1,047 1,135 1,231 1,336 1,579 6,040
40歳 68.5 1,645 982 1,014 1,047 1,134 1,230 1,335 1,577 4,640
45歳 68.2 1,637 982 1,014 1,046 1,134 1,229 1,332 1,571 4,700
50歳 67.6 1,624 982 1,013 1,046 1,132 1,225 1,325 1,560 3,200
51歳 67.5 1,620 982 1,013 1,046 1,131 1,224 1,323 1,556 3,220
52歳 67.3 1,616 982 1,013 1,045 1,131 1,223 1,321 1,552 3,240
53歳 67.1 1,612 982 1,013 1,045 1,130 1,221 1,318 1,546 3,260
54歳 66.9 1,607 982 1,013 1,045 1,129 1,220 1,315 1,540 3,290
55歳 66.7 1,601 982 1,013 1,045 1,129 1,218 1,311 1,532 3,320
56歳 66.4 1,594 981 1,012 1,044 1,128 1,216 1,307 1,523 3,360
57歳 66.0 1,586 981 1,012 1,044 1,127 1,213 1,302 1,513 3,410
58歳 65.7 1,577 981 1,012 1,044 1,126 1,210 1,297 1,501 3,460
59歳 65.2 1,566 981 1,012 1,043 1,124 1,207 1,291 1,488 3,530
60歳 64.7 1,554 981 1,012 1,043 1,123 1,203 1,284 1,472 3,600
61歳 64.2 1,542 981 1,011 1,042 1,121 1,200 1,277 1,455 3,680
62歳 63.6 1,528 981 1,011 1,041 1,119 1,195 1,269 1,437 3,780
63歳 63.0 1,512 981 1,011 1,041 1,117 1,191 1,261 1,418 3,900
64歳 62.3 1,495 981 1,010 1,040 1,114 1,186 1,251 1,402 4,030
65歳 61.6 1,478 981 1,010 1,039 1,112 1,180 1,241 1,389 4,180
66歳 60.8 1,460 981 1,009 1,038 1,109 1,175 1,231 1,378 4,340
67歳 60.0 1,441 980 1,009 1,037 1,106 1,169 1,219 1,368 4,530
68歳 59.2 1,422 980 1,008 1,036 1,102 1,162 1,208 1,360 4,730
69歳 58.4 1,403 980 1,007 1,034 1,099 1,155 1,196 1,352 4,950
70歳 57.6 1,384 980 1,007 1,033 1,095 1,147 1,183 1,344 5,200
71歳 56.8 1,365 979 1,006 1,031 1,091 1,139 1,170 1,336 5,470
72歳 56.1 1,346 979 1,005 1,030 1,087 1,131 1,157 1,328 5,760
73歳 55.3 1,328 979 1,004 1,028 1,083 1,123 1,146 1,320 6,090
74歳 54.6 1,310 979 1,003 1,026 1,078 1,115 1,136 1,309 6,430
75歳 53.8 1,293 978 1,002 1,024 1,073 1,106 1,128 1,296 6,820
80歳 57.9 1,100 979 990 1,002 1,031 1,080 - - 9,080
85歳 56.6 1,075 977 985 992 1,014 1,067 - - 9,290

支払
保証額

解約払戻金額 加入
限度額

基本
年金額

女性
契約
年齢 1年 3年 5年 10年 15年 20年 30年

20歳 71.5 1,716 982 1,013 1,046 1,134 1,230 1,335 1,578 5,580
25歳 71.1 1,708 982 1,013 1,046 1,134 1,230 1,335 1,579 5,640
30歳 70.8 1,699 982 1,013 1,046 1,134 1,230 1,335 1,579 5,720
35歳 70.4 1,689 982 1,013 1,046 1,134 1,229 1,334 1,579 5,790
40歳 69.9 1,679 982 1,013 1,046 1,133 1,228 1,333 1,577 4,410
45歳 69.3 1,664 982 1,013 1,046 1,132 1,226 1,329 1,567 4,510
50歳 68.4 1,641 982 1,013 1,045 1,130 1,222 1,321 1,543 3,110
51歳 68.1 1,635 981 1,013 1,045 1,130 1,221 1,318 1,535 3,140
52歳 67.8 1,628 981 1,013 1,045 1,129 1,219 1,315 1,526 3,180
53歳 67.5 1,620 981 1,012 1,044 1,128 1,218 1,311 1,516 3,220
54歳 67.1 1,611 981 1,012 1,044 1,127 1,216 1,306 1,504 3,270
55歳 66.7 1,601 981 1,012 1,044 1,126 1,213 1,301 1,491 3,320
56歳 66.2 1,590 981 1,012 1,043 1,125 1,210 1,295 1,477 3,380
57歳 65.7 1,578 981 1,012 1,043 1,124 1,207 1,288 1,462 3,450
58歳 65.2 1,565 981 1,011 1,042 1,122 1,203 1,281 1,446 3,530
59歳 64.6 1,550 981 1,011 1,042 1,121 1,199 1,272 1,430 3,630
60歳 63.9 1,535 981 1,011 1,041 1,119 1,194 1,263 1,413 3,730
61歳 63.3 1,519 981 1,010 1,040 1,117 1,189 1,253 1,396 3,840
62歳 62.6 1,502 981 1,010 1,040 1,114 1,183 1,242 1,380 3,970
63歳 61.8 1,485 981 1,010 1,039 1,111 1,177 1,229 1,365 4,120
64歳 61.1 1,466 980 1,009 1,038 1,108 1,170 1,216 1,353 4,280
65歳 60.3 1,447 980 1,009 1,037 1,104 1,162 1,203 1,343 4,460
66歳 59.5 1,428 980 1,008 1,036 1,100 1,154 1,190 1,337 4,660
67歳 58.7 1,409 980 1,007 1,034 1,096 1,145 1,177 1,331 4,880
68歳 57.9 1,389 980 1,006 1,032 1,091 1,135 1,164 1,326 5,130
69歳 57.1 1,370 979 1,005 1,030 1,086 1,125 1,152 1,321 5,390
70歳 56.3 1,351 979 1,004 1,028 1,080 1,115 1,141 1,315 5,690
71歳 55.5 1,332 979 1,003 1,026 1,075 1,105 1,130 1,309 6,000
72歳 54.7 1,314 978 1,001 1,023 1,068 1,096 1,120 1,302 6,350
73歳 54.0 1,297 978 1,000 1,021 1,062 1,088 1,111 1,294 6,720
74歳 53.3 1,280 977 999 1,018 1,055 1,080 1,105 1,283 7,120
75歳 52.6 1,264 977 997 1,015 1,049 1,072 1,101 1,270 7,560
80歳 57.7 1,097 978 987 996 1,023 1,073 - - 9,110
85歳 56.4 1,073 976 982 989 1,010 1,066 - - 9,310
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契約年齢が80歳以上の場合、15年より先の金額は予定利率計算基準日の予定利率によって決まります。そのため、現時点では金額が確定しませんので、記載しておりません。

【計算前提と用語の定義】

• 基本年金額、支払保証額、解約払戻金額は、一時払保険料が1,000万円の場合の金額を記載しています。表示単位未満の端数は切り捨てて表示しています。

• 契約年齢は、契約日における被保険者の満年齢となります。
• 支払保証額は支払保証期間分の介護年金額の合計額を、解約払戻金額は経過年の契約応当日における金額を記載しています。

• 加入限度額は、予定利率適用期間中にお申込いただける一時払保険料の上限額を記載しています。

太陽生命の他のご契約の介護保険金額等と通算して所定の限度があります。


